
（通報者の保護） 

第18条 通報者等は、通報窓口に通報等をしたことを理由として、解雇、降格、減給そ

の他のいかなる不利益な処分を受けない。 

2. 通報者等は、通報等をしたことを理由として、職場環境が悪化することのないよ

うに、適切な措置を受けることができる。

3. 通報者等の探索や通報者等に対して不利益な取扱いや嫌がらせ等を行った者

（通報者の上司、同僚等を含む。）は、各社の就業規則に従い処分を科されるこ

とがある。

4. 前 1項及び 3項の不利益な取り扱いには、例えば以下の行為が含まれる。

(1) 従業員たる地位の得喪に関する不利益な取り扱い

(2) 人事上の不利益な取り扱い

(3) 経済待遇上の不利益な取り扱い

(4) 精神上生活上の不利益な取り扱い

5. 何人も、通報等をしたことを理由として、通報者等の職場環境が悪化することの

ないように、適切な措置を取らなければならない。

（被通報者による不利益な取り扱いの防止） 

第19条 会社は、通報者に対して不利益な取り扱いや嫌がらせ等を行った被通報者及び

通報者の上司、同僚等に対し、就業規則に従って処分を科すことができる。 

（守秘義務） 

第20条 通報窓口に携わる者、通報を端緒とする調査に携わる者、及び是正措置に携わ

る者（3者をあわせて「公益通報対応業務従事者」、以下本規程において「従

事者」という）は、通報者等の個人情報や通報等のされた内容及び調査で知り

得た情報を正当な理由なく第三者に開示してはならない。通報者等及び調査に

協力する者も同様とする。 

2. 正当な理由なく情報を開示した者は、各社の就業規則に従い処分されることが

ある。

3. コンプライアンス委員会委員長、実務責任者及びガバナンス部のコンプライア
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ンスグループに所属する従業員は常に従事者となる。その他に従事者を指定する

必要のある時は、実務責任者がこれを指定する。 

4. 社外に通報等の受付窓口を設置する場合、実務責任者は必要に応じて従事者を

指定する。

5. 常勤監査役が担当する内部通報窓口については常勤監査役が常に従事者となる。

常勤監査役が担当する内部通報窓口で受付けた事案について、その他に従事者を

指定する必要のある時は、常勤監査役がこれを指定する。

6. 委員会事務局は従業員に対する周知・研修及び通報等の受付にあたっては、従事

者、通報者等及び調査に協力する者が適切に情報管理することの重要性について

注意喚起に努めることとする。


	第1章 総則
	（目的）
	第1条 日清食品グループ内部通報規程（以下「本規程」という。）は、日清食品ホールディングス（以下「当社」という。）及び当社の子会社（以下「子会社」といい、当社及び子会社を「日清食品グループ」という。）が次条に規定する従業員等からの第4条に規定する違法行為等に関する通報の適正な処理の仕組みを定めることにより、違法行為等の早期発見と是正を図り、もってコンプライアンス経営の強化に資することを目的とする。

	（通報者及び相談者の定義）
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	第3条 通報及び相談（以下「通報等」という。）とは、従業員等が日清食品グループの内部に違法行為等の存在を認識した場合に、通報窓口に連絡をすること、あるいは、従業員等が日清食品グループの内部に違法行為等のおそれがあると推測した場合に、通報窓口に違法行為等に該当するかどうかの相談をすることをいう。


	第2章 内部通報の体制
	（通報等の対象）
	第4条 通報は、法令、社会規範、又は社内規範に違反するおそれのある行為（以下「違法行為等」という。）を対象とする。
	2. 相談は次の各号を対象とする。
	(1) 企業倫理、法令順守
	(2) コンプライアンス上の問題で判断に迷ったとき
	(3) コンプライアンス違反又はその可能性が職制を通じて是正されない、是正されない恐れがある情報
	(4) 通報窓口の利用方法



	（通報等の窓口）
	第5条 当社及び日本国内の子会社の通報窓口は、別紙1のとおりとする。
	2. 日本国外の子会社の通報窓口は、別紙2のとおりとする。ただし、別紙2の通報窓口に対する日本国外にある子会社からの通報等は、違法行為等のうち、贈収賄及びその他不正行為が懸念される場合を対象とする。
	3. 子会社が別紙1及び2に定めた通報窓口のほか、独自の通報窓口を定めるのを妨げないものとする。
	4. コンプライアンスグループは、別紙1の社外窓口の信頼性を高めるために、以下の事項を実施する。
	(1) 社外窓口に対する守秘義務の徹底
	(2) 社外窓口の現場視察
	(3) 社外窓口の運用実績の社内への公表
	(4) アンケート結果等を踏まえた改善策の検討・実施



	（通報の方法）
	第6条 当社及び日本国内の子会社に所属する従業員等は、電話、電子メール、書面、面談等の適宜な方法をもって、前条第1項の通報窓口に通報することができる。
	2. 日本国外の子会社に所属する従業員等からの前条第2項の通報窓口への通報は電子メールによるものとする。


	（独立性）
	第7条 コンプライアンス委員会事務局（以下「委員会事務局」という。）は、定期的及び必要な都度、通報の内容及び調査結果を監査役に報告する。なお、取締役及び執行役員に関する通報は、遅滞なく監査役に報告する。

	（責任者）
	第8条 内部通報制度の整備・運用に関しての最終決裁者は代表取締役とする。

	（外部委託時の中立性・公正性の担保）
	第9条 通報対応に係る業務を外部委託する場合においては、その中立性・公正性の確保に努めなければならない。

	（従業員の意見の把握）
	第10条 委員会事務局は、内部通報制度の社内における信頼性向上のため、従業員からの意見を聴取し制度運用に反映させることとする。


	第3章 内部通報に関する対応
	（通報窓口の対応）
	第11条 通報窓口は、通報者等が匿名であるか否かを問わず通報等を受付ける。
	2. 通報窓口は、通報者等が匿名を希望するか否か不明な場合には、通報者等にその都度確認しなければならない。
	3. 通報窓口が通報者から通報を受けた場合には、遅滞なく通報者に通報受領の通知を行うと共に、「日清食品グループコンプライアンス規程」に定めるコンプライアンス委員会事務局に通報の事実を報告する。


	（利益相反関係の排除）
	第12条 通報窓口は、自らが関係する違法行為等についての通報等の調査・是正措置等に関与してはならない。

	（調査）
	第13条 通報窓口から第11条第3項により報告を受けた委員会事務局は、コンプライアンス規程第13条第2項に基づき、調査等の対応を行う。

	（協力義務）
	第14条 従業員等は、通報された内容の事実関係の調査に際して、委員会事務局から協力を求められた場合には、調査に誠実に協力しなければならない。

	（是正措置）
	第15条 調査の結果、違法行為等が明らかになった場合には、日清食品グループは是正措置、再発防止措置を速やかに講じなければならない。

	（社内処分）
	第16条 調査の結果、通報された行為に違法行為等が明らかになった場合には、当該違法行為等に関与した者は、就業規則に従って処分される場合がある。
	2. 違法行為等を行った者又は集団で違法行為等を行った者の中のメンバーが、自主的にその違法行為等を通報窓口に通報してきた場合、各社の就業規則で定めた懲戒処分等を減免されることがある。


	（通報者への通知）
	第17条 通報窓口は調査中、被通報者や当該調査に協力した者等の信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、通報者に対し、適宜、調査の進捗状況について通知するように努める。
	2. 通報窓口は、通報についての調査を行った場合には、その結果を通報者に速やかに通知しなければならない。
	3. 通報窓口は、通報された行為に対し是正措置等が講じられた場合、是正結果等についても通報者へ通知するよう努める。


	（通報者の保護）
	第18条 通報者等は、通報窓口に通報等をしたことを理由として、解雇、降格、減給その他のいかなる不利益な処分を受けない。
	2. 通報者等は、通報等をしたことを理由として、職場環境が悪化することのないように、適切な措置を受けることができる。
	3. 通報者等の探索や通報者等に対して不利益な取扱いや嫌がらせ等を行った者（通報者の上司、同僚等を含む。）は、各社の就業規則に従い処分を科されることがある。
	4. 前1項及び3項の不利益な取り扱いには、例えば以下の行為が含まれる。
	(1) 従業員たる地位の得喪に関する不利益な取り扱い
	(2) 人事上の不利益な取り扱い
	(3) 経済待遇上の不利益な取り扱い
	(4) 精神上生活上の不利益な取り扱い

	5. 何人も、通報等をしたことを理由として、通報者等の職場環境が悪化することのないように、適切な措置を取らなければならない。


	（被通報者による不利益な取り扱いの防止）
	第19条 会社は、通報者に対して不利益な取り扱いや嫌がらせ等を行った被通報者及び通報者の上司、同僚等に対し、就業規則に従って処分を科すことができる。

	（守秘義務）
	第20条 通報窓口に携わる者、通報を端緒とする調査に携わる者、及び是正措置に携わる者（3者をあわせて「公益通報対応業務従事者」、以下本規程において「従事者」という）は、通報者等の個人情報や通報等のされた内容及び調査で知り得た情報を正当な理由なく第三者に開示してはならない。通報者等及び調査に協力する者も同様とする。
	2. 正当な理由なく情報を開示した者は、各社の就業規則に従い処分されることがある。
	3. コンプライアンス委員会委員長、実務責任者及びガバナンス部のコンプライアンスグループに所属する従業員は常に従事者となる。その他に従事者を指定する必要のある時は、実務責任者がこれを指定する。
	4. 社外に通報等の受付窓口を設置する場合、実務責任者は必要に応じて従事者を指定する。
	5. 常勤監査役が担当する内部通報窓口については常勤監査役が常に従事者となる。常勤監査役が担当する内部通報窓口で受付けた事案について、その他に従事者を指定する必要のある時は、常勤監査役がこれを指定する。
	6. 委員会事務局は従業員に対する周知・研修及び通報等の受付にあたっては、従事者、通報者等及び調査に協力する者が適切に情報管理することの重要性について注意喚起に努めることとする。


	（個人情報の保護）
	第21条 内部通報により取得した通報者、対象者等の個人情報の取扱いは、別途定める手続きにより管理する。

	（フォローアップ）
	第22条 委員会事務局は、調査結果に対する措置等の実施後、通報者等及び調査協力者の保護に係る十分なフォローアップを行い、解雇その他不利益な取り扱いが認められる場合には、救済・回復するための適切な措置を講じるよう努める。
	2. 委員会事務局は、是正措置の実施後、再発防止策が十分に機能しているかを確認し、必要に応じて、別途是正措置及び再発防止策を講じる。



	第4章 内部通報制度の周知等
	（周知）
	第23条 代表取締役社長／コンプライアンス委員長は、内部通報制度の意義や重要性を定期的に従業員に発信し、その趣旨を周知徹底する。
	2. 委員会事務局は、内部通報制度の実効性を確保するため、従業員等に対し定期的に通報窓口を周知する。


	（制度の見直し）
	第24条 委員会事務局は、当該内部通報制度の信頼性向上のため、従業員等に対し、毎年度、事実の認定に行った倫理・法令等の違反行為（違反かどうか疑わしい行為を含む）、第4条に基づく相談の件数、通報の件数及びそれらの内容等を開示する。ただし、調査の結果、違法行為が明らかになった場合には、適宜公表するものとする。
	2. 委員会事務局は、当該内部通報制度の整備・運用について、評価・点検等を定期的に行い、当該制度を客観性・公正性を確保したうえで継続的に改善する。



	第5章 雑則
	（運用担当者への教育・研修）
	第25条 内部通報所管部署責任者は、内部通報制度の担当者の育成及び知識・技能の向上に努める。

	（適切な資料の管理）
	第26条 通報等の処理の関与した者は、通報等の内容、事実確認、対応状況等について記録し、整理、保管する。なお、関係者のプライバシーや名誉を尊重し、知り得た事実の秘密を厳守する。また、記録の管理は厳重に行い、当事者以外の閲覧は不可とする。

	（疑義の定め）
	第27条 本規程の解釈及び運用に疑義が生じた場合は、別に定める「日清食品グループ規程管理規程」における統括管理部門長であるCAOと当該規程の主管部門長であるCGOが協議の上、これを決定する。

	（改廃）
	第28条 本規程の改廃は、「日清食品グループ規程管理規程」による。

	（付則）




